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規

則

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
九
十
四
号

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
一
年
山
口
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

製
菓
衛
生
師
法
第
８
条
の
規
定
に
よ

り
免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
か
ど
う
か
並
び
に
取
消
処
分
を
受

け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
年
月

日
及
び
理
由

取
消
処
分
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
か
ど
う
か
。
１
あ
る
。
２
な
い
。

取
消
処
分
を
受
け
た
年

月
日

年
月

日
取
消
処
分
を
受
け
た
理

由

「

」
を

製
菓
衛
生
師
法
第
８
条
の
規
定
に
よ
り

免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
か
ど
う
か
並
び
に
取
消
処
分
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
年
月
日

及
び
理
由

取
消
処
分
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
か
ど
う
か
。
１
あ
る
。
２
な
い
。

取
消
処
分
を
受
け
た
年

月
日

年
月

日
取
消
処
分
を
受
け
た
理

由
旧

姓
又

は
通

称
名

併
記
の
希
望
の
有
無

１
有
（
旧
姓
又
は
通
称
名
：

）
２
無

「

」
に
、

「備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」
を

「注
「
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
。
」
欄
及
び
「
旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
の
希
望
の

有
無
」
欄
は
、
該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
〇
で
囲
む
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

」
に
改

め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中

変
更

年
月

日
年

月
日

「

」
を

変
更

年
月

日
年

月
日

旧
姓
又
は
通
称
名

併
記
の
希
望
の
有
無

１
有
（
旧
姓
又
は
通
称
名
：

）
２
無

「

」
に
、

「は
り
付
け
欄

」
を
「貼

付
け
欄

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
「「

変
更
事
項
」
欄

」
を
「
「変

更
事

項
」
欄
及
び
「
旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
の
希
望
の
有
無
」
欄

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中

再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

理
由

１
汚
損

２
紛
失

「

」
を

「

」
に
、

再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

理
由

１
汚
損

２
紛
失

旧
姓
又
は
通
称
名

併
記
の
希
望
の
有
無

１
有
（
旧
姓
又
は
通
称
名
：

）
２
無

一
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「は
り
付
け
欄

」
を
「貼

付
け
欄

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
「「

再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
理

由
」
欄

」
を
「「

再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
」
欄
及
び
「
旧
姓
又
は
通
称
名
併
記
の
希
望
の
有

無
」
欄

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
市
秋
芳
町
別
府
字
楳
ノ
木
田
一
〇
七
三
、
字
河
原
上
一
二
〇
九
八
か
ら
一
二
一
〇
〇
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美
祢
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

市
建
設
農
林
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

美
東
秋
芳
西
寺
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

美
祢
市
秋
芳
町
別
府
字
瀬
戸
三
三
三
三
の

三
地
先
か
ら

同
市
秋
芳
町
別
府
字
五
反
田
四
三
六
一
地

先
ま
で

旧

最
狭

八
・
五

最
広

三
七
・
五

三
八
二
・
五

新

最
狭

一
二
・
五

最
広

四
五
・
五

三
八
二
・
五
道
路
改
良
工
事
及

び
橋
り
ょ
う
整
備

工
事
の
完
了
に
よ

る
。

山
口
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

美
東
秋
芳
西

寺
線

美
祢
市
秋
芳
町
別
府
字
瀬
戸
三
三
三
三
の
三
地
先
か
ら

同
市
秋
芳
町
別
府
字
五
反
田
四
三
六
一
地
先
ま
で

令
和
三
年
十
二
月
十

八
日

二
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公

告

（
二
六
〇
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
野
道
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

二

工
事
完
了
の
時
期

令
和
三
年
三
月
二
十
五
日

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

規

定

必

要

な

有

権

者

の

数

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
四

条
第
一
項

二
二
、
八
一
一

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
五

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七
十
六

条
第
一
項

二
四
二
、
五
六
七

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
条

第
一
項

下
関
市
選
挙
区

七
二
、
二
〇
二

宇
部
市
選
挙
区

四
五
、
六
八
九

山
口
市
選
挙
区

五
二
、
九
四
〇

萩
市
・
阿
武
町
選
挙
区

一
四
、
一
三
〇

防
府
市
選
挙
区

三
一
、
九
四
四

下
松
市
選
挙
区

一
五
、
七
二
〇

岩
国
市
・
和
木
町
選
挙
区

三
八
、
六
三
二

光
市
選
挙
区

一
四
、
二
三
七

長
門
市
選
挙
区

九
、
四
六
五

柳
井
市
選
挙
区

八
、
八
六
六

美
祢
市
選
挙
区

六
、
七
四
六

周
南
市
選
挙
区

三
九
、
五
六
四

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

一
七
、
一
六
六

周
防
大
島
町
選
挙
区

四
、
五
一
三

上
関
町
・
田
布
施
町
・
平
生
町
選
挙
区

八
、
三
六
九

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
一

条
第
一
項

二
四
二
、
五
六
七

副
知
事
、
県
の
選
挙
管

理
委
員
若
し
く
は
監
査

委
員
又
は
公
安
委
員
会

の
委
員
の
解
職
の
請
求
地
方
自
治
法
第
八
十
六

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
教

育
長
又
は
委
員
の
解
職

の
請
求

地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項

二

山 口 県 報 （定期） 第 265 号令和３年12月17日 金曜日

三

山 口 県 報 （定期） 第 265 号令和３年12月17日 金曜日



令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


